
 

 

 

４月１５日を「良（４）い遺言（１５）」の語呂合わせで「遺言の日」と定め 

遺言・相続に関する無料電話相談を開催いたします。 

弁護士が正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行いますので 

お気軽にご相談ください。 

 

日   時 

令和８年４月１５日（水） 午前１０時～午後４時 

電話番号 

☏０８９－９１３－0280（当日のみ・通話料はかかります） 

問合せ先 

愛媛弁護士会 ☏０８９－９４１－６２７９ 


